
屋
久
島
町
議
会
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書

（

 

本
人
届
出
） 

          

右
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
立
候
補
の
届
出
を
し
ま
す
。 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

氏 

名 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

㊞ 

屋
久
島
町
議
会
議
員
選
挙
選
挙
長 

濱
﨑 

勝
秀 

殿 

添
付
書
類 

選 
 

挙 

一
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス 

党 
 

派 

生
年
月
日 

住 
 

所 

本 
 

籍 

（

 

ふ
り
が
な
） 

候
補
者
氏
名 

一 

供
託
証
明
書

（
 

町
村
議
会
議
員
の
場
合
は
不
要
） 

二 

宣
誓
書 

三 

所
属
党
派
証
明
書 

四 

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本 

五 

通
称
認
定
申
請
書

（

 

通
称
使
用
を
希
望
す
る
場
合
） 

平
成
二
十
九
年
九
月
十
七
日
執
行 

屋
久
島
町
議
会
議
員
選
挙 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

（

 

満 
 
 

歳
） 

   

 

職 

業 
 

性 

別 
 



  

備
考 

 
一 
「

 

生
年
月
日
」
欄
の
年
齢
は
、
選
挙
の
期
日
現
在
の
満
年
齢
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 

法
第
八
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
証
明
書
を
有
し
な
い
者
は
、
「

 

党
派
」 

 
 

欄
に

「

 

無
所
属
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

三 

令
第
八
十
九
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
「

 

党
派
」
欄
に
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
の
ほ
か
、 

 
 

そ
の
略
称
を

「
（

 

略
称
）
何
々
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

「

 

職
業
」
欄
に
は
、
職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
、
当
該
選
挙
に
係
る
議
員
又
は
長
と
兼
ね
る
こ
と
が
で 

き
な
い
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
又
は 

第
百
四
十
二
条
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

五 

「

 

一
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
」
欄
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
た 

 
 

 

め
に
利
用
す
る

一
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


